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1. 職業 に就い ている主婦にとって，職業労働，家事

労働の二重 労働が負担となっ て い る ことは事実である

が， 最近生 活文化の向上にともなって，家事負担が軽減

し てきたようにみえるが，従来 の肉体労働に代って，精

神 労働が加 わi3. 以 前よりも一 層複雑化し た面もあり，

さらに家庭 の人間 関係等は複雑 さを増し 結果的 にみて，

主婦 の家事負担 は， それほど軽減 されてはい ない。 更に

社会 の状勢 は，主 婦の 就 労を ますます増大す る 傾向に

ある。

職業をもっ主婦は，こ の二重労働 から生ず る疲労 をで

きるだけ軽減するこ とを考えなければ ならない。こ の観

点にた って，疲労判定 とい う角度 から，主婦 の就労 と疲

労の問題にアプロ ーチを試 みたのであ る。

2. ， 第１報 では疲労の自覚的 症状調査 を行 ない，第 ２

報で,    Flicker Test による判定 を試み た。調査対象 は

午葉市 内小 学校教諭，同保母から10名宛選び，年齢，子

供 の有無で層別し， 測定 日は１日，時刻 は出勤直後と夕

方 帰宅 後の家 事労働の終了時 刻と の２回 とし ，フリ ッカ

ー値測定器 を使用し た。

3･　第１報 では疲労の因 子分析 に重 点をおい たが， 今

回はFlickerｲ 直と疲労の関係に重 点をおい た。(1)教師，

保母 ともに， 中年，若年層間 に 日間変動 率り 差は 少 な

い。(2)中年，若年ともに，個別的 には， 日間変動率 －７

％をこえる例はあ るが，可能限 界－13％以内 であって，

大脳機能 の興奮性，機能 の低下 が著し くみとめられるも

のはない。
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